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平
成
18
年
度
か
ら
、
都
市
建
設
課
内
に
地
籍
調
査
係
を
設
置
し
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
貴

重
な
財
産
で
あ
る
土
地
の
地
籍
を
確
定
し
効
率
的
な
土
地
利
用
を
図
る
た
め
地
籍
事
業
の

準
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
今
年
度
（
平
成
20
年
度
）
よ
り
本
格
的
な
現
地
調
査
に
入

る
事
と
な
り
ま
し
た
。

地
籍
調
査
と
は
？

地
籍
調
査
と
は
、
土
地
分
類
調
査
、
水

調
査
と
並
び
、
国
土
調
査
法
に
基
づ
く

「
国
土
調
査
」
の
一
つ
で
あ
り
、
主
に
市

町
村
が
事
業
主
体
と
な
っ
て
、
地
権
者
立

会
の
も
と
一
筆
ご
と
の
土
地
の
所
有
者
、

地
番
、
地
目
を
調
査
し
、
現
在
の
最
新
技

術
を
使
い
、
境
界
の
位
置
と
面
積
を
測
定

す
る
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
所
有
者
の
変

更
な
ど
、
所
有
権
に
関
す
る
こ
と
は
行
い

ま
せ
ん
。

「
地
籍
」
と
は
、
い
わ
ば
「
土
地
に
関

す
る
戸
籍
」
の
こ
と
で
す
。
わ
が
国
に
お

い
て
、
現
在
土
地
に
関
す
る
記
録
と
し
て

広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
登
記
所
に
備
え
付

け
ら
れ
て
い
る
地
図
は
、
そ
の
半
分
ほ
ど

が
、
い
ま
だ
に
明
治
時
代
初
期
の
地
租
改

正
時
に
作
ら
れ
た
地
図
（
公
図
）
な
ど
を

も
と
に
し
た
も
の
で
す
。
公
図
は
、
境
界
、

形
状
な
ど
が
現
実
と
は
違
う
場
合
が
多
く
、

ま
た
、
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
土
地
の
面

積
も
、
正
確
で
は
な
い
場
合
も
あ
る
の
が

実
態
で
す
。
こ
の
た
め
、
土
地
取
引
が
円

滑
に
で
き
な
い
、
災
害
な
ど
の
復
旧
に
時

間
が
か
か
る
、
公
共
事
業
が
進
ま
な
い
な

ど
の
問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。

地
籍
調
査
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
の
成
果

は
登
記
所
に
送
ら
れ
、
登
記
所
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
登
記
簿
、
地
図
が
更
新
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
更
新
さ
れ
た
登
記

簿
、
地
図
は
、
そ
の
後
の
土
地
取
引
の
円

滑
化
や
行
政
の
効
率
化
に
役
立
つ
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
籍
調
査
係
よ
り

事
業
計
画
の
策
定
が
終
了
し
、
石
田
Ⅰ

地
区
（
図
面
参
照
）
か
ら
本
格
的
な
現
地

で
の
調
査
を
開
始
い
た
し
ま
す
。
担
当
地

権
者
の
皆
さ
ん
を
対
象
と
し
た
説
明
会
を

行
っ
た
後
、
実
際
の
立
会
等
の
業
務
は
秋

以
降
と
な
り
ま
す
。
気
持
ち
よ
く
ご
協
力

い
た
だ
く
た
め
に
も
、
説
明
会
に
は
積
極

的
に
参
加
い
た
だ
い
て
事
業
内
容
を
良
く

理
解
し
て
い
た
だ
き
、
ご
不
明
な
点
な
ど

は
お
気
軽
に
都
市
建
設
課
地
籍
調
査
係
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

地
籍
調
査
が
は
じ
ま
り
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

都
市
建
設
課
　
地
籍
調
査
係
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